
国の財政運営における不要資産の活用・透明性向上法案 

【国の財政運営における不要資産の活用、透明性 

の向上等に関する法律案〔新規立法〕】 

＜立法の背景・趣旨＞ 

国民の税負担の増加を抑制しつつ、国の規律ある財政運営を確保することが

喫緊の課題となっている。 

→ 国の不要資産の活用、国の財政運営の透明性の向上及び財政会計制度改革

の推進を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の財政運営に係る基本方針、当該方針に基づく財政運営の目標

の策定、公会計財務書類の作成等について定める。 

基本方針に基づき行う財政

運営の中期目標・短期目標

の策定・国会への報告 

〇公会計財務書類（予定財務書

類・決定財務書類）の作成・

国会への提出 

〇基本方針の遵守の状況に関す

る国会への報告 

国民の税負担の増加を抑制しつつ、

国の規律ある財政運営の確保の実現 

〇国等の不要資産の活用 
〇国の財政運営の透明性の向上 
〇財政会計制度改革の推進 

国の財政運営に係る基本方針 

財政運営の目標の策定等・公会計財務書類の作成等 

本法の目的 

当面の財政運営に係る基本方針 

〇国等の不要資産の活用により、国民の税負

担の増加をできる限り抑制 

〇国の債務の残高を適切な水準に低減 

〇国の純資産の額について一定の水準を維持 

等 

財政処理に係る国会の権限 

〇国の資産及び債務に係る異動に

関する処理について決定 

〇予算の修正について、予算の科

目の追加又は削除も可能である

ことを明示 
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